
問
税
務
課
住
民
税
係
☎
０
７
９-

４
３
５-

０
３
５
８
　
加
古
川
税
務
署
☎
０
７
９-

４
２
１-

２
９
５
１

問

自
宅
か
ら
ス
マ
ホ
で
申
告

　
確
定
申
告
は
、
ス
マ
ホ
と
マ
イ
ナ
ン
バ

ー
カ
ー
ド
を
利
用
し
た
ｅ-

Ｔ
ａ
ｘ
申
告

が
お
す
す
め
で
す
。
自
宅
で
も
確
定
申
告

会
場
と
同
じ
操
作
で
申
告
で
き
ま
す
。

　
申
告
書
等
の
作
成
は
、
「
確
定
申
告
書

等
作
成
コ
ー
ナ
ー
」
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

書
面
で
申
告
書
等
を
提
出
す
る
場
合
は
、

次
の
送
付
先
に
郵
送
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
送
付
先
　
〒
６
６
１ - 

８
５
２
３

尼
崎
市
若
王
寺
３
丁
目
11
番
46
号

大
阪
国
税
局
業
務
セ
ン
タ
ー
阪
神
分
室

税
金
の
還
付
を
受
け
る
人
へ

　
確
定
申
告
期
間
中
は
、
大
量
の
申
告
書

が
提
出
さ
れ
ま
す
。
還
付
金
の
支
払
い
手

続
き
に
は
お
お
む
ね
１
カ
月
半
か
ら
２
カ

月
程
度
の
期
間
を
要
す
る
こ
と
を
ご
理
解

く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
自
宅
か
ら
の
ｅ-

Ｔ
ａ
ｘ
で
提

出
し
た
還
付
申
告
は
３
週
間
程
度
と
な
り

ま
す
。

確
定
申
告
会
場
に
来
場
す
る
人
へ

　
会
場
で
は
、
ご
自
身
の
ス
マ
ホ
を
利
用

し
た
申
告
を
ご
案
内
し
て
い
ま
す
。

　
な
お
、
確
定
申
告
会
場
で
相
談
・
申
告

書
の
作
成
を
希
望
す
る
場
合
は
、
次
の
点

に
ご
留
意
く
だ
さ
い
。

・
「
国
税
庁
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
公
式
ア
カ
ウ
ン

ト
」
か
ら
オ
ン
ラ
イ
ン
事
前
予
約
を
し

て
く
だ
さ
い
。
当
日
受
付
も
行
っ
て
い

ま
す
が
、
混
雑
状
況
に
よ
っ
て
早
め
に

相
談
受
付
を
終
了
す
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。

・
確
定
申
告
会
場
専
用
の
駐
車
場
は
あ
り

ま
せ
ん
。

・
会
場
で
は
納
税
で
き
ま
せ
ん
。
便
利
な

振
替
納
税
や
ス
マ
ホ
ア
プ
リ
納
付
を
ご

利
用
く
だ
さ
い
。

・
会
場
は
大
変
混
雑
し
ま
す
の
で
、
自
宅

か
ら
、
ス
マ
ホ
と
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
を
利
用
し
た
ｅ-

Ｔ
ａ
ｘ
申
告
が
お

す
す
め
で
す
。

▼
必
要
な
も
の

・
ス
マ
ホ
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
及
び

２
種
類
の
暗
証
番
号
（
①
署
名
用
電
子
証

明
書
・
６
〜
16
文
字
、
②
利
用
者
証
明
用

電
子
証
明
書
・
数
字
４
桁
）

・
前
年
の
申
告
書
の
控
え
、
確
定
申
告
の

お
知
ら
せ
は
が
き
（
通
知
書
）
が
お
手
元

に
あ
る
場
合
は
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

加
古
川
税
務
署
の
駐
車
場
の
閉
鎖

　
２
月
２
日
㈪
〜
３
月
16
日
㈪
の
期
間
、

渋
滞
緩
和
及
び
事
故
防
止
の
た
め
、
加
古

川
税
務
署
の
駐
車
場
を
閉
鎖
し
ま
す
。
税

務
署
の
周
辺
道
路
も
駐
車
禁
止
と
な
っ
て

お
り
ま
す
の
で
、
期
間
中
は
、
お
車
で
の

来
署
は
ご
遠
慮
く
だ
さ
い
。

所
　得
　税

　
会
社
員
の
給
与
収
入
に
か
か
る
所
得
税

は
、
毎
月
の
給
料
や
ボ
ー
ナ
ス
か
ら
源
泉

徴
収
さ
れ
、
12
月
の
年
末
調
整
に
よ
っ
て

１
年
間
の
納
税
が
完
了
し
ま
す
の
で
、
確

定
申
告
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
会
社
員
な
ど
の
給
与
所
得
の
人
で
も
、

次
の
よ
う
な
人
は
申
告
が
必
要
で
す
。

　
①
給
与
の
収
入
金
額
が
２
千
万
円
を
超

え
る
人

　
②
給
与
を
１
箇
所
か
ら
受
け
て
い
る
場

合
で
、
給
与
以
外
の
所
得
金
額
（
不

動
産
所
得
な
ど
）
が
20
万
円
を
超
え

る
人

　
③
給
与
を
２
箇
所
以
上
か
ら
受
け
て
い

る
場
合
で
、
年
末
調
整
さ
れ
た
給
与

以
外
の
給
与
の
収
入
金
額
と
、
給
与

以
外
の
所
得
金
額
と
の
合
計
が
20
万

円
を
超
え
る
人

　
④
医
療
費
控
除
な
ど
、
年
末
調
整
以
外

で
控
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
人

町
県
民
税（
住
民
税
）

　
確
定
申
告
を
す
る
人
と
、
勤
務
先
か
ら

役
場
へ
給
与
支
払
報
告
書
が
提
出
さ
れ
て

い
る
人
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

申
告
が
必
要
な
人

①
令
和
８
年
１
月
１
日
現
在
、
町
内
に
住

所
が
あ
り
、
昨
年
中
に
所
得
が
あ
っ
た

人
②
会
社
員
で
、
次
の
い
ず
れ
か
に
あ
て
は

ま
る
人

・
勤
務
先
か
ら
役
場
へ
給
与
支
払
報
告
書

が
提
出
さ
れ
て
い
な
い
人

・
給
与
以
外
に
、
家
賃
や
地
代
、
農
業
な

ど
の
所
得
が
あ
る
人
（
所
得
が
20
万
円

を
超
え
る
場
合
は
所
得
税
の
確
定
申
告

が
必
要
で
す
）

・
令
和
７
年
中
に
退
職
し
、
そ
の
後
再
就

職
し
な
か
っ
た
た
め
年
末
調
整
を
受
け

ら
れ
な
か
っ
た
人

・
所
得
税
が
か
か
ら
な
い
人
で
、
医
療
費

控
除
な
ど
を
受
け
よ
う
と
す
る
人

▼
場
所
　
役
場
第
２
庁
舎
　
３
階

　
　
　
　
第
２
会
議
室

▼
期
間
・
時
間
　
２
月
16
日
㈪
〜
３
月
16

日
㈪（
土
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
）、

９
時
〜
11
時
、
13
時
〜
16
時

▼
必
要
な
も
の

　
　
・
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

　
　
・
源
泉
徴
収
票
（
原
本
）

　
　
・
控
除
を
受
け
る
た
め
の
証
明
書
等

　
　
・
振
込
先
の
口
座
番
号
（
本
人
名
義
）

が
分
か
る
も
の

▼
受
付
内
容
　
町
県
民
税
、
一
部
の
所
得

税
申
告

　
　※

次
の
申
告
は
、
受
け
付
け
で
き
ま

せ
ん
の
で
ｅ-

Ｔ
ａ
ｘ
ま
た
は
加
古
川

税
務
署
の
申
告
会
場
（
加
古
川
総
合

文
化
セ
ン
タ
ー
）
で
申
告
し
て
く
だ

さ
い
。

　
　
・
譲
渡
所
得
（
土
地
・
建
物
・
株
式

な
ど
）

　
　
・
配
当
所
得
（
株
の
配
当
金
な
ど
）

　
　
・
事
業
所
得
（
１
年
目
）

　
　
・
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
（
１
年

目
）

　
　
・
住
宅
耐
震
改
修
特
別
控
除

　
　
・
雑
損
控
除

　
　
・
青
色
申
告

　
　
・
準
確
定
申
告
（
亡
く
な
っ
た
人
の

申
告
）

　
　
・
損
失
申
告

　
　
・
令
和
６
年
分
以
前
の
申
告

▼
申
告
に
際
し
て
の
注
意
事
項

　

　
　
　
事
業
所
得
な
ど
が
あ
る
人
の
収
支

内
訳
書
、
医
療
費
控
除
を
申
告
す
る

人
の
医
療
費
控
除
の
明
細
書
は
、
自

宅
で
完
成
さ
せ
て
か
ら
会
場
に
お
持

ち
く
だ
さ
い
。

　
　
　
電
子
申
告
で
の
受
け
付
け
と
な
る

た
め
、
す
で
に
利
用
者
識
別
番
号
を

お
持
ち
の
人
（
ｅ-

Ｔ
ａ
ｘ
で
申
告

さ
れ
た
事
が
あ
る
人
や
昨
年
に
役
場

で
申
告
し
た
人
）
は
、
番
号
が
分
か

る
資
料
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

　
　
　
上
場
株
式
等
の
配
当
所
得
等
に
係

る
課
税
方
式
の
統
一
に
伴
い
、
令
和

５
年
分
以
降
は
所
得
税
と
住
民
税
で

異
な
る
課
税
方
式
を
選
択
で
き
な
く

な
っ
て
い
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ

い
。

所
得
税
・
町
県
民
税
・
国
民
健
康
保
険
税
・
介
護
保
険
料
・
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

税
の
申
告
の
お
知
ら
せ

税
の
申
告
　加
古
川
税
務
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

問
加
古
川
税
務
署
☎
０
７
９-

４
２
１-

２
９
５
１

問
　
所
得
の
申
告
は
、
所
得
税
、
町
民
税
・
県
民
税
や
国
民
健
康
保
険
税
、
後
期
高
齢
者

医
療
保
険
料
、
介
護
保
険
料
な
ど
の
計
算
の
基
礎
と
な
る
大
切
な
手
続
き
で
す
。
こ
れ

ら
の
保
険
に
加
入
し
て
い
る
人
は
、
申
告
に
よ
り
保
険
税
（
料
）
が
軽
減
さ
れ
る
場
合

が
あ
り
ま
す
の
で
、
所
得
が
な
い
場
合
で
も
町
県
民
税
（
住
民
税
）
申
告
書
を
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。

申
告
書
作
成
会
場
の
ご
案
内

至 加古川

平岡北幼稚園

加古川警察署いなみ野
学園

東加古川
病院前

平岡北小学校
陸
橋

国道2号線

加古川バイパス

JR神戸線 至 明石

加古川総合
文化センター

鶴池交差点

東加古川駅

確定申告会場

▶場所　加古川総合文化センター
▶日程　２月16日（月）～３月16日（月）
　８時45分～16時（相談開始は９時から）
　 （土・日曜日、祝日を除く）
※３月１日（日）は開設しますが、大変混雑が
予想されます。
※上記期間中、加古川税務署庁舎内に確定申告
会場は設けておりません。

確定申告
特集ページ

「確定申告特集ページ」で情報をチェック

確定申告書等
作成コーナー

国税庁LINE公式アカウント
の友だち追加はこちらから

「確定申告書等作成コーナー」で自動計算

来場前にLINEで「オンライン事前予約」
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